
(57)【要約】

【課題】　低い橋梁下でも、通常の船舶の航行を可能と

する船舶の橋梁下航行施設を提供すること。

【解決手段】　河川１に架かる橋梁２下に護岸３又は側

壁４を構築して船舶Ｓの通行路１Ｓを形成するととも

に、この通行路１Ｓに橋梁２を挟むようにゲート５、６

を設けて通行路１Ｓの水を塞き止め可能に構成し、護岸

３に、塞き止め可能に構成した通行路１Ｓと連通し、か

つ、河川１と連通しない凹所７を形成し、この凹所７に

膨張、収縮可能な空気袋８を設置する。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】　河川等に架かる橋梁下に側壁又は護岸を

構築して船舶の通行路を形成するとともに、該通行路に

橋梁を挟むようにゲートを設けて通行路の水を塞き止め

可能に構成し、前記側壁又は護岸に、前記塞き止め可能

に構成した通行路と連通し、かつ、河川等と連通しない

凹所を形成し、該凹所に膨張、収縮可能な空気袋を設置

したことを特徴とする船舶の橋梁下航行施設。

【請求項２】　空気袋の膨張、収縮を、商用電源以外の

自家発電機又は高圧空気源を用いて行うことを可能に構

成したことを特徴とする請求項１記載の船舶の橋梁下航

行施設。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、船舶の橋梁下航行

施設に関し、特に、低い橋梁下でも、通常の船舶の航行

を可能とする船舶の橋梁下航行施設に関するものであ

る。

【０００２】

【従来の技術】現在、陸上交通の慢性的な渋滞により河

川交通が見直される社会情勢にあるが、橋梁の多くが船

舶交通を考慮した設計になっていないことや、地盤沈下

によって橋下の空間が狭くなっていることから、船舶の

河川交通網を整備する上で大きな障害となっている。具

体的には、低い橋梁の下を船舶が運行する場合、船舶側

に特殊な構造を採用する必要があり、例えば、船舶の乾

舷を水面ギリギリまで下げた設計をしたり、旅客船では

キャビンの屋根を昇降させる装置をつけ、橋梁の下を航

行する間だけキャビンの屋根を下げたりする必要があっ

た。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の

方法によっても航行ができない低い橋梁が存在すること

や、貨物船の場合には積み荷の量によって乾舷が変化す

ることなどから、屋根等の上部構造物の昇降による方法

は根本的な解決策とはならず、また、船舶の乾眩をギリ

ギリに低くする方法では、海を経由する航路では波の影

響により船舶の安全性に問題が生じる。

【０００４】本発明は、上記従来の橋梁下における船舶

の航行が有する問題点に鑑み、低い橋梁下でも、通常の

船舶の航行を可能とする船舶の橋梁下航行施設を提供す

ることを目的とする。

【０００５】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた

め、本発明の船舶の橋梁下航行施設は、河川等に架かる

橋梁下に側壁又は護岸を構築して船舶の通行路を形成す

るとともに、該通行路に橋梁を挟むようにゲートを設け

て通行路の水を塞き止め可能に構成し、前記側壁又は護

岸に、前記塞き止め可能に構成した通行路と連通し、か

つ、河川等と連通しない凹所を形成し、該凹所に膨張、

収縮可能な空気袋を設置したことを特徴とする。ここ

で、「河川等」とは、河川、湖沼、海等の船舶が航行す

る水路すべてを意味する。

【０００６】この船舶の橋梁下航行施設は、河川等に架

かる橋梁下に側壁又は護岸を構築して船舶の通行路を形

成するとともに、該通行路に橋梁を挟むようにゲートを

設けて通行路の水を塞き止め可能に構成し、前記側壁又

は護岸に、前記塞き止め可能に構成した通行路と連通

し、かつ、河川等と連通しない凹所を形成し、該凹所に

膨張、収縮可能な空気袋を設置したことから、空気袋を

膨張させた状態でゲートを閉め、その後、空気を抜いて

空気袋を収縮させることにより、船舶の通行路を船舶が

航行可能な位置まで下げることができ、これにより、特

殊な構造でない通常の船舶でも、また、従来は通過でき

なかった低い橋梁下でも、船舶の航行を可能にすること

ができる。そして、この船舶の橋梁下航行施設では、空

気袋を側壁又は護岸に形成した凹所に設置するようにし

ているので、空気袋にかかる水圧が比較的小さいことか

ら、空気袋を膨張するのに要するエネルギ消費量が少な

く、一方、空気袋を収縮するためには十分な水圧である

ことから、時間を必要とすることなく水面を一気に所定

位置まで下げることができ、さらに、流下物によって空

気袋が損傷を受けたり、船舶の通行路に土砂が堆積する

ことを防止することができ、メンテナンスの簡易な船舶

の橋梁下航行施設とすることができる。

【０００７】この場合において、空気袋の膨張、収縮

を、商用電源以外の自家発電機又は高圧空気源を用いて

行うことを可能に構成することができる。

【０００８】これにより、商用電源が使用できない非常

時でも、船舶の航行が可能となり、船舶による救援物資

の輸送を円滑に実施することができる。

【０００９】

【発明の実施の形態】以下、本発明の船舶の橋梁下航行

施設の実施の形態を図面に基づいて説明する。

【００１０】図１～図２に、本発明の船舶の橋梁下航行

施設の一実施例を示す。この船舶の橋梁下航行施設は、

河川１に架かる橋梁２下に護岸３及び側壁４を構築して

船舶Ｓの通行路１Ｓを形成するとともに、この通行路１

Ｓに橋梁２を挟むようにゲート５、６を設けて通行路１

Ｓの水を塞き止め可能に構成し、護岸３に、塞き止め可

能に構成した通行路１Ｓと連通し、かつ、河川１と連通

しない凹所７を形成し、この凹所７に膨張、収縮可能な

空気袋８を設置するようにしている。

【００１１】なお、本実施例においては、船舶Ｓの通行

路１Ｓを、護岸３及び側壁４を構築して形成するように

しているが、川幅の狭い河川では、両側の護岸によっ

て、また、湖沼等では、１対の側壁によって、船舶Ｓの

通行路を形成することもでき、本発明は、これを排除す

るものでない。

【００１２】ゲート５、６は、商用電源等を用いた適宜
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の駆動手段により開閉操作する可動式のものが採用され

ているが、後述のように、商用電源が使用できない非常

時でもゲート５、６を開閉操作できるように、駆動源と

して、商用電源以外の自家発電機等を用いることができ

るようにしたり、手動によって開閉操作することができ

るように構成することが好ましい。

【００１３】凹所７は、特に限定されるものではない

が、本実施例においては、護岸３を奥行き方向に掘削す

ることにより形成されており、河川１に沿って長く設け

られている。また、空気袋８は、例えば、ゴムや柔軟な

合成樹脂と補強布とからなる複合材製の気密性を有する

袋からなり、本実施例では、１本の長尺な袋を用いてい

る。この空気袋８は、地上部に設置した空気袋８の膨

張、収縮手段９、具体的には、ブロワー１０、電動バル

ブ１１を配設した管路１２に接続されており、ブロワー

１０により導入された空気で膨張し、電動バルブ１１を

開くことにより水圧で収縮するようにされている。な

お、この空気袋８の容積や個数は、調整する水位に応じ

て適宜変更することができる。

【００１４】また、空気袋の膨張、収縮を、商用電源以

外の自家発電機又は空気ボンベ等の高圧空気源を用いて

行うことを可能に構成することができ、これにより、商

用電源が使用できない非常時でも、船舶Ｓの航行が可能

となり、船舶Ｓによる救援物資の輸送を円滑に実施する

ことができるものとなる。

【００１５】次に、この船舶の橋梁下航行施設の動作を

説明する。施設の使用前は、ゲート５、６は開放した状

態になっており、例えば、船舶Ｓが通行路１Ｓを航行す

るときに、図２（ａ）に示すように、側壁３に設置した

空気袋８を、ブロワー１０により空気を導入して膨張さ

せ、膨らんだ状態になるようにする。そして、橋梁２の

下を航行しようとする船舶Ｓは、河川１からゲート５又

はゲート６を通って通行路１Ｓに入る。通行路１Ｓに船

舶Ｓが入った後、両ゲート５、６を閉鎖し、電動バルブ

１１を開けると、水圧によって空気袋８内の空気が一気

に抜け、これにより、水位が下がって、船舶Ｓは橋梁２

の下を航行できるようになる。そして、船舶Ｓが橋梁２

の下を通過した後、両ゲート５、６を開放することによ

り、水位は再び元に戻り、船舶Ｓは通行路１Ｓからゲー

ト６又はゲート５を通って河川１に出て通常の航行を行

う。なお、空気袋８は、船舶Ｓが通行路１Ｓを航行する

直前に空気の導入を行うようにしても、また、船舶Ｓの

航行の有無にかかわらず、予め空気を導入して膨張さ

せ、膨らんだ状態になるしておいてもよい。

【００１６】以上のプロセスを繰り返すことにより、特

殊な構造でない通常の船舶でも、また、従来は通過でき

なかった低い橋梁の下でも、船舶の航行を可能にするこ

とができる。そして、この船舶の橋梁下航行施設では、

空気袋８を側壁又は護岸に形成した凹所７に設置するよ

うにしているので、空気袋８にかかる水圧が比較的小さ

いことから、空気袋８を膨張するのに要するエネルギ消

費量が少なく、一方、空気袋８を収縮するためには十分

な水圧であることから、時間を必要とすることなく水面

を一気に所定位置まで下げることができ、さらに、流下

物によって空気袋８が損傷を受けたり、船舶Ｓの通行路

１Ｓに土砂が堆積することを防止することができ、メン

テナンスの簡易な船舶の橋梁下航行施設とすることがで

きる。

【００１７】以上、本発明の実施例を説明したが、本発

明の船舶の橋梁下航行施設の構成は、この実施例の記載

に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲

において適宜に変更することが可能である。

【００１８】

【発明の効果】本発明の船舶の橋梁下航行施設は、河川

等に架かる橋梁下に側壁又は護岸を構築して船舶の通行

路を形成するとともに、該通行路に橋梁を挟むようにゲ

ートを設けて通行路の水を塞き止め可能に構成し、前記

側壁又は護岸に、前記塞き止め可能に構成した通行路と

連通し、かつ、河川等と連通しない凹所を形成し、該凹

所に膨張、収縮可能な空気袋を設置したことから、空気

袋を膨張させた状態でゲートを閉め、その後、空気を抜

いて空気袋を収縮させることにより、船舶の通行路を船

舶が航行可能な位置まで下げることができ、これによ

り、特殊な構造でない通常の船舶でも、また、従来は通

過できなかった低い橋梁下でも、船舶の航行を可能にす

ることができる。そして、この船舶の橋梁下航行施設で

は、空気袋を側壁又は護岸に形成した凹所に設置するよ

うにしているので、空気袋にかかる水圧が比較的小さい

ことから、空気袋を膨張するのに要するエネルギ消費量

が少なく、一方、空気袋を収縮するためには十分な水圧

であることから、時間を必要とすることなく水面を一気

に所定位置まで下げることができ、さらに、流下物によ

って空気袋が損傷を受けたり、船舶の通行路に土砂が堆

積することを防止することができ、メンテナンスの簡易

な船舶の橋梁下航行施設とすることができる。また、こ

の船舶の橋梁下航行施設では、船舶航行中以外は河川の

水流抵抗を大きく増大させることはないため、工事量を

必要最小限に抑えることができる。また、切断を余儀な

くされていた河川交通を連続させるだけでなく、本施設

を使って航行する船舶を橋上から観覧することは視覚的

に楽しいものであり、一種の観光資源を提供することに

より付随的な経済効果を期待することができる。さら

に、低橋梁の既存橋の多くは陸上交通の要所になってい

るが、橋の改造や架け替え等の大規模な工事をすること

なく船舶の航行を可能にできるため、陸上交通の渋滞を

招くことがなく、産業上の利点は極めて大きい。

【００１９】また、空気袋の膨張、収縮を、商用電源以

外の自家発電機又は高圧空気源を用いて行うことを可能

に構成することにより、商用電源が使用できない非常時

でも、船舶の航行が可能となり、船舶による救援物資の
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輸送を円滑に実施することができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の船舶の橋梁下航行施設の一実施例を示

し、（ａ）はその断面図、（ｂ）はその平面図である。

【図２】同実施例の船舶の橋梁下航行施設を示し、

（ａ）は空気袋を膨張させた状態を示す断面図、（ｂ）

は空気袋を収縮させた状態を示す断面図である。

【符号の説明】

１　　河川

１Ｓ　船舶の通行路

２　　橋梁

３　　護岸

４　　側壁

５　　ゲート

６　　ゲート

７　　凹所

８　　空気袋

９　　空気袋の膨張、収縮手段

１０　ブロワー

１１　電動バルブ

１２　管路

Ｓ　　船舶

【図１】
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【図２】
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